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一 

 



 

三 

愛
知
県
の
場
合
に
は
、
食
糧
庁
よ
り
の
県
に
対
す
る
一
般
配
給
米
の
一
人
当
た
り
配
給
量
は
七
・
二
キ
ロ
で

あ
り
、
地
方
に
よ
つ
て
は
六
・
三
キ
ロ
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
労
務
加
配
米
の
一
人
当
た
り
配
給
量
は
三
キ
ロ
で
あ 

一 

現
在
一
般
配
給
米
の
基
準
配
給
量
は
消
費
者
一
人
当
た
り
十
キ
ロ
、
労
務
加
配
米
の
基
準
配
給
量
は
労
務
者

一
人
当
た
り
四
キ
ロ
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
販
売
業
者
に
対
す
る
割
当
量
は
一
県
平
均
一
人
当
た
り
八
キ
ロ
と

さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
全
国
平
均
及
び
愛
知
県
の
実
際
の
一
般
配
給
米
の
消
費
者
一
人
当
た
り
配
給
量
、

労
務
加
配
米
の
労
務
者
一
人
当
た
り
配
給
量
並
び
に
販
売
業
者
に
対
す
る
一
人
当
た
り
割
当
量
は
ど
う
な
つ
て

い
る
か
。 

二 

都
道
府
県
の
実
際
の
一
般
配
給
米
の
消
費
者
一
人
当
た
り
配
給
量
、
労
務
加
配
米
の
労
務
者
一
人
当
た
り
配

給
量
並
び
に
販
売
業
者
に
対
す
る
一
人
当
た
り
割
当
量
は
い
か
な
る
手
続
を
経
て
決
定
し
て
い
る
か
。 
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三 

 



 

 

四 

り
、
五
月
の
ご
と
き
は
二
キ
ロ
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
結
果
岡
崎
市
所
在
工
場
の
一
人
当
た
り
配
給
量
は
一
般
配
給

米
及
び
労
務
加
配
米
合
計
で
わ
ず
か
八
・
三
キ
ロ
と
な
り
、
食
生
活
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
の
で
、
食
糧
庁
に

お
い
て
は
、
す
み
や
か
に
実
情
調
査
の
上
必
要
配
給
量
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
ら
れ
た
い
と
考
え
る
が

ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


